
  

「ノロウイルス食中毒等予防講習会」開催要領 

 

1 趣旨 

この講習会は、公益社団法人日本食品衛生協会が実施する「ノロウイルス食中毒予

防強化期間」に伴う支部事業の一つとして実施するもので、県内におけるノロウイル

ス食中毒の発生防止のため、食品関係事業者等がノロウイルス食中毒等にかかる知識

や技術を学ぶことを目的に開催する。 

 

2  開催 

    講習会は、一般社団法人熊本県食品衛生協会（以下「県食協」という。）の主催とす

る。 

 

3 日時及び場所 

  (県央地区講習会) 

令和５年 11 月 21 日(火)   14 時 00 分 ～  16 時 00 分  

市民会館シアーズホーム夢ホール 大会議室 

（定員 150 名） 

 

(県南地区講習会)                        

令和５年 12 月 11 日(月)   14 時 00 分  ～ 16 時 00 分  

      桜十字ホール八代 会議室 A・B（定員 60 名） 

                                 

4 参加対象 

講習会の参加対象は、食品関係事業者（食品営業者、学校・病院及び社会福祉施設

等の集団給食施設等）及び消費者 

 

5 参加費 

  一般：1,000 円、食品衛生協会員：無料 

 

6  内容 

講義「ノロウイルス食中毒等の予防について」 

     講師 熊本県保健環境科学研究所 原田研究員 

   講習「手洗い教室」希望者を対象 

     説明 一般社団法人食品衛生協会 手洗いマイスター 

 

7  申し込み方法 

  チラシ記載の QR コードの申し込みフォームより必要事項を入力する方法または、

チラシ裏面の申込書により県食協又は各地域食協に FAX 等で申込。 

県食協への申し込み分で、食品営業者等がいれば、各地域へ会員・非会員の確認を

する。 

 

 

 



8 開催の周知 

  講習会開催の周知は、HP への掲載及びチラシの配布により行い、各地域食品衛生

関係及び行政機関の協力を得ながら行う。また、報道機関にも情報を提供する。 

 

9 その他 

 ・会場にて、日食協の出版物を展示（ノロウイルスに関するリーフレット等）す

る。 

 ・会場では販売せず、無料配布分を希望者には配付する。 

・会場使用料、広報チラシ等の作成等講習会開催に要する経費は、県食協が負担す

る。 

10 当日の準備・受付等 

  県食協及び役員中心に、各地域書記の協力を得て行う。 

 

 

 

 

 

 

 


